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 令和２年９月定例会 

文教民生委員会・文教民生分科会 審査日程表（案） 

審査日程 所 管 部 等 名 審 査 区 分（青字：委員会、赤字：分科会） 
予定 

時間 

集合 

時間 

 

９月 14 日 

（月） 

９：30～ 

 

 

第２委員会

室 

 

【健康福祉部】 

社会福祉課 

高年介護課 

健康増進課 

 

【各振興局】 

市民福祉課 

説明・質疑 ※一括議題（報告第 20 号、第 119 号議案） 

■報告第 20 号 放棄した債権（社会福祉課） 

■第 119 号議案 R 元年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

会計ごとに説明・質疑・討論・表決 

●121 号 ○元決算：国民健康保険事業特別会計（直診勘定） 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

●123 号 ○元決算：介護保険事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

●124 号 ○元決算：診療所事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

9:30 

～ 

11:00 

9:30 

【市民生活部】 

市民課 

生活環境課 

 

【各振興局】 

市民福祉課 

説明・質疑 

■第 119 号議案 R 元年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

会計ごとに説明・質疑・討論・表決 

●120 号 ○元決算：国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

●122 号 ○元決算：後期高齢者医療事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

●125 号 ○元決算：霊苑事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

11:10 

～ 

12:00 

 

13:00 

～ 

13:40 

11:00 

【地域コミュニティ振興部】 

生涯学習課 

文化振興課 

新文化会館整備推進室 

スポーツ振興課 

説明・質疑 

■第 119 号議案 R 元年度一般会計決算認定 

  ・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

13:50 

～ 

15:20 

13:40 

【教育委員会】 

教育総務課 

こども教育課 

こども育成課 

 

説明・質疑 ※一括議題（報告第 20 号、第 119 号議案） 

■報告第 20 号 放棄した債権（教育総務課） 

■第 119 号議案 R 元年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

15:30 

～ 

17:00 

15:20 

  

当局職員退席後、委

員のみで審査を行い

ます。 

討論・表決 ※一括議題（報告第 20 号、第 119 号議案） 

■報告第 20 号 放棄した債権 

■第 119 号議案 R 元年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 ・財産調書 

《報 20 号、119 号：分科会審査意見、要望等のまとめ》 

《120～125 号：委員会審査意見、要望等のまとめ》 

 

 

17:10 

～ 

 

 

 

※ 報告第 20 号、第 119 号議案は、「説明、質疑」までを行い、第 120～125 号議案は、「説明、質疑、

討論、表決」を行います。終了次第、次の部に移ります（前の部は退席します。）。 



審査日程 所 管 部 等 名 審 査 区 分（青字：委員会、赤字：分科会） 

 

９月 15 日 

（火） 

９：30～ 

 

 

第２委員会

室 

 

【地域コミュニティ振興部】 

生涯学習課 

文化振興課 

新文化会館整備推進室 

スポーツ振興課 

 

【市民生活部】 

市民課 

生活環境課 

 

【各振興局】 

市民福祉課 

 

【健康福祉部】 

社会福祉課 

高年介護課 

健康増進課 

 

【教育委員会】 

教育総務課 

こども教育課 

こども育成課 

個別に説明・質疑・討論・表決 

●報 21 号 放棄した債権 

●97 号 物件購入契約 

●98 号 物件購入契約 

●99 号 土地の取得 

●100 号 土地の取得 

●103 号 条例（植村直己冒険館） 

●109 号 ②補正：国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入 

●110 号 ②補正：国民健康保険事業特別会計（直診勘定） 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

●111 号 ②補正：後期高齢者医療事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入 

●112 号 ②補正：介護保険事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

●114 号 ②補正：診療所事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

●115 号 ②補正：霊苑事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入 

●131 号 条例（国民健康保険条例一部改正） 

 

会計ごとに説明・質疑・討論・表決 

■第 108 号議案 R２年度一般会計補正予算（第 11 号） 

 ■第 132 号議案 R２年度一般会計補正予算（第 12 号） 

 

・・・・・・・・・・当 局 職 員 退 席・・・・・・・・・・ 

  

 

《報告事項について》 

 

 

《閉会中の継続調査（審査）の申し出について》 

 

 

《第 108・132 号：分科会審査意見、要望等のまとめ》 

《報 21、第 97～100、103、109～112、114・115・131 号：委員会

審査意見、要望等のまとめ》 

 ※ 全部署とも午前９:30 開始で、第 132 号議案の審査終了をもって、全部署退席とします。 

なお、報告事項の関係部署については、改めて出席ください。 



  

令和２年第４回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

【文教民生委員会】 

  報告第21号  放棄した債権の報告について（国民健康保険事業特別会計(事業勘

定)） 

  第97号議案  物件購入契約の締結について 

  第98号議案  物件購入契約の締結について 

  第99号議案  土地の取得について 

  第100号議案 土地の取得について 

  第103号議案 豊岡市立植村直己冒険館の設置及び管理に関する条例制定につい

て 

  第109号議案 令和２年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予

算（第３号） 

  第110号議案 令和２年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予

算（第１号） 

  第111号議案 令和２年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号） 

  第112号議案 令和２年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  第114号議案 令和２年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第３号） 

  第115号議案 令和２年度豊岡市霊苑事業特別会計補正予算（第１号） 

  第120号議案 令和元年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳

出決算の認定について 

  第121号議案 令和元年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）歳入歳

出決算の認定について 

  第122号議案 令和元年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  第123号議案 令和元年度豊岡市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  第124号議案 令和元年度豊岡市診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

  第125号議案 令和元年度豊岡市霊苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  第131号議案 豊岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

【文教民生分科会】 

  報告第20号  放棄した債権の報告について（一般会計） 

  第108号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第11号） 

  第119号議案 令和元年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 

第132号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第12号） 



文教民生委員会・文教民生分科会次第 

 

               2020年９月15日（火）９:30 ～ 

   第２委員会室 

  

 

１ 開  会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

⑴ 付託・分担案件の審査（別紙：議案付託表・分科会分担表）     

 

   

 ⑵ 閉会中の継続調査（審査）の申し出について ＜別紙１＞  

 

 

 ⑶ 分科会意見・要望のまとめ 

 

 

 ⑷ 委員会意見・要望のまとめ 

 

 

⑸ その他 

 

 

４ 閉  会 



 

文教民生委員会重点調査事項 
Ｒ02.04.13 

 

 

１ 福祉等の充実について 

      

   ２ 医療の確保について 

      

   ３ 環境衛生について 

      

   ４ 交通安全・防犯対策について 

      

   ５ 教育をめぐる諸問題について 

      

   ６ 子ども・子育て支援について 

      

   ７ 文化財の保護と伝統文化の継承について 

      

   ８ 生涯学習について 

      

   ９ 新型コロナウイルス感染症対策について 

＜別紙１＞ 



【委　　員】

７名

【当　　局】出席者に着色をしています。

８名 11名

欠席

欠席

【事 務 局】 ９名 13名

合計49名

副 委 員 長 田　中　藤一郎

委　　　員 井　上　正　治

委　　　員 上　田　伴　子

2020.09.15

職　 名 氏　　　　名

委　員　長 西　田　　　真

職   名 氏　名 職   名 氏　名

地域コミュニティ振興部長 幸木　孝雄 市民生活部長 谷岡　慎一

委　　　員 清　水　　　寛

委　　　員 竹　中　　　理

委　　　員 福　田　嗣　久

地域コミュニティ振興部参事 桑井　弘之 市民課長 定元　秀之

生涯学習課長 大岸　和義 市民課参事 川崎　智朗

生涯学習課参事 旭　　和則 生活環境課長 成田　和博

川口　雅浩

日高振興局 市民福祉課参事

城崎振興局 市民福祉課長 土岐　浩司文化振興課長 米田　紀子

竹野振興局 市民福祉課長 船野　恵子文化振興課参事

川端美由紀

飯塚　智士

大谷　賢司

橋本　明宏

健康福祉部長 久保川伸幸 教育次長 堂垣　真弓

社会福祉課長 原田　政彦  教育総務課長  永井　義久

スポーツ振興課長 池内　章彦

但東振興局 市民福祉課長 柏木　敏高

職   名 氏　名 職   名 氏　名

日高振興局 市民福祉課長 前野　郁子新文化会館整備推進室長 櫻田　　務

出石振興局 市民福祉課長

但東振興局 市民福祉課参事 田邊　雅人

こども教育課参事

教育総務課参事 木之瀬晋弥

惠後原博美

社会福祉課参事 小野　弘順

 教育総務課参事  宇川　義和社会福祉課参事

健康増進課長 宮本　和幸 こども教育課参事 内海　忠裕

健康増進課参事 村尾　恵美

高年介護課長 惠後原孝一 教育総務課参事 大谷　康弘

高年介護課参事 武田　満之 こども教育課長

こども育成課参事 山本加奈美

職   名 氏　名

議会事務局主幹兼調査係長 木山　敦子

健康増進課参事 三上　尚美

こども育成課参事 吉本　　努

こども育成課参事 冨岡　　隆

こども育成課参事 吉谷　孝憲

こども育成課長 木下　直樹

文教 民生委 員会 名簿
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午前９時２８分 開会 

○委員長（西田  真） おはようございます。昨日

に引き続いての文教民生委員会ということで、皆さ

ん大変お疲れでしょうけど、よろしくお願いしたい

と思います。なるべく早く終わりたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員（福田 嗣久）１０時半頃でよろしいか。 

○委員長（西田  真） そして、猛暑も続きました

けど、二、三日前からめっきり秋らしく涼しくなっ

てきたように思います。そして、実りの秋というこ

とで、稲のほうも収穫をどんどんされているような

感じになっております。もうほとんど刈れとるよう

な感じは見受けられますけど、まだ餅米とかコウノ

トリ米とか、その辺がちょっと残ってるような感じ

があります。 

 また、インフルエンザの時期がこれから迫ってき

ますし、またコロナと同じような症状ということも

ありますので、皆さん、くれぐれも注意していただ

きまして、また、周りの方にも注意喚起もぜひして

いただきますように、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、よろしくお願いいたします。（発言す

る者あり） 

 なお、当局から教育総務課、永井課長、宇川参事

の欠席について申出があり、許可しておりますので、

ご了承願います。 

 昨日に引き続き、一般会計に関する予算及び決算

関係議案につきましては、予算決算委員会に付託さ

れ、当委員会は、文教民生分科会として担当部分の

審査を分担することになります。したがいまして、

議事の進行は、委員会と分科会を適宜入れ替えて行

いますので、ご協力をお願いします。 

 それから昨日の資料要求の分、許可外保育施設の

補助の状況のペーパーはレターケースに入ってお

りますので、委員の皆さん、また後ほど見ていただ

きたいと思います。 

 そして、健康福祉のほうからは、それぞれの机の

上に配付しておりますので、見ていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 これより協議事項（１）番、付託・分担案件の審

査に入ります。 

 審査日程ですが、本日は、委員会付託されたその

他の議案の説明、質疑、討論、表決を行い、その後、

予算決算委員会付託議案に係る当分科会に分担さ

れた第１０８号議案及び第１３２号議案、令和２年

度豊岡市一般会計補正予算についての説明、質疑、

討論、表決を行います。 

 最後に、委員のみで分科会審査意見・要望等の取

りまとめ及び委員会審査意見・要望の取りまとめを

行います。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、説明、質疑、答弁

に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔

明瞭に行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協

力をお願いしておきます。 

 まず、報告第２１号、放棄した債権の報告につい

て（国民健康保険事業特別会計（事業勘定））を議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 市民課、定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） それでは、６３ページを

ご覧ください。報告第２１号、放棄した債権の報告

について（国民健康保険事業特別会計（事業勘定））

分についてご説明いたします。 

 豊岡市債権の管理に関する条例の規定に基づき

債権を放棄しましたので、報告するものです。 

 ６５ページをご覧ください。放棄した債権の詳細

ですが、国保第三者行為納付金で１人５８万６，２

４６円を放棄しました。具体的な内容につきまして

は、本日お配りしました資料に基づき説明をいたし

ます。 

 今回の報告事例は特事でありますので、説明が少

し長くなりますが、ご了承ください。 

 １の債権の名称ですが、国保第三者行為納付金で、

内容は交通事故によるものです。 

 ２、加害者はＡ氏で、車を運転していました。 

 被害者はＢ氏で、歩行中でありました。 

 ４の概要です。本件は平成１１年１１月１０日に

発生した交通事故で、Ａ氏運転の車がＢ氏を負傷さ
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せたものです。Ｂ氏は国民健康保険被保険者であっ

たため、国保の保険証を使用して治療をされました。

今回の事故はＢ氏が横断歩道を歩行中の事故であ

るため、過失割合はＡ氏が１００％、Ｂ氏がゼロ％

であります。よって、豊岡市が支払ったＢ氏の保険

給付費相当分、治療費の７０％でありますが、この

ような場合は、国民健康保険法第６４条第１項に基

づき、第三者によってけがをされ、治療されたので、

加害者であるＡ氏側が支払うことになります。通常、

このような場合、運転者は自賠責保険に加入してい

るので、運転者の代理である損保会社と、国民健康

保険法第６４条第３項に基づき、豊岡市が委任する

兵庫県国民健康保険団体連合会の間で交渉を行い、

保険者である豊岡市が支払った保険給付費相当分

の過失割合分を、損保会社が豊岡市に支払うのです

が、Ａ氏は車検切れの車を運転中であったため、自

賠責保険に加入しておりません。したがって、豊岡

市への支払いを加害者であるＡ氏と直接交渉する

ことになりました。 

 ５の経過をご覧ください。（１）です。事故後の

平成１１年１２月９日に、損害賠償金の請求並びに

受領に関する権限の委任状を兵庫県国民健康保険

団体連合会に送付しました。（２）です。翌年の１

月６日に国保連合会が受任し、交渉は国保連合会と

Ａ氏との間で始まりました。交渉の中で、Ａ氏の説

明では、生活に苦慮しており、支払いが困難とのこ

とで、結果的には、（３）、（４）に記載のとおり、

２回分の合計１万５，０００円を回収するだけとな

りました。そして、（５）のとおり、令和元年５月

８日にＡ氏と同居の息子が生活保護の受給開始と

なり、その６日後にＡ氏が亡くなられました。Ａ氏

の死亡によりＡ氏への請求事務ができなくなった

ため、（７）のとおり、兵庫県国保連合会から、第

三者行為求償事務完了通知書が豊岡市に郵送され、

国保連合会の事務は完了いたしました。その後は市

民課が、相続人であるＡ氏の子供、２人いるのです

が、残りの金額の納付の交渉を始めました。同居の

息子は生活保護を受給している状態であり、また、

就労も困難であるとのことから、息子からの回収は

困難と判断いたしました。また、Ａ氏にはもう１人

子供、娘がいますが、その方は相続放棄の手続を行

っており、裁判所が受理したことを確認いたしまし

た。したがって、今後も回収の見込みが望めず、債

権放棄の手続を行いました。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（福田 嗣久） よろしいか。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 交通事故で大変状況が悪いな

と言いながらの話ですけれども、今、説明を受けた

中で、平成１１年の１１月１０日に発生した事故で、

その後、第三者行為ということで、当然その事故の

加害者が支払うということで、それは理解してるん

ですけども、途中、１万５，０００円ということで、

結果として、令和元年に生活保護開始ということで

分かるんですけども、この間どうですね、１１年だ

から、８年ほどあるんかな、１万円納付してもらっ

て、５，０００円納付しとる。最初からこの支払い

能力がないということだったんですか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 交渉の記録を見る限り、

連合会のほうから何回も催促の手続と、また、自宅

のほうに赴いて説明や催促のほうはしましたが、あ

くまでそれを読む限りでは、やはり本来、車検を受

ける、本当でしたら車検を受けとると。車検を受け

ないぐらいお金がない方が、本来、車を運転してい

たというような状態でありまして、生活自体が苦し

いと。これＢ氏のほうの交渉履歴を見ますと、Ｂ氏

も自己負担３割分払っておるんですが、そのＢ氏も

その時点、最初の時点ではお金も回収できていない

というような状態でありましたので、相当苦しかっ

たと。そういうことでありまして、もう１万５，０

００円が精いっぱいだったということでありまし

た。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） その中で第三者行為求償事務
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っていうのはどこでされるんですか。こっちか、市

のほうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 連合会と委託やっとる間

は連合会が当然します。こちらのほうの（７）に書

いてあるように、完了通知が終わったという段階で

終了しましたので、それからは豊岡市のほうが求償

事務を行ったということです。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） その結果としてこの７割が、

１万５，０００円は回収されたんだけれども、７割

分が５０万何ぼだったかいな、５８万６，０００円

か。それは１万５，０００円を引いた残りっちゅう

ことですね。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 市民課、定元です。その

とおりであります。 

○委員（福田 嗣久） そうですね。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） そうすると、この５８万６，

０００円何がしは、最終的にはＢ氏が払うもんか、

それとも国保で払うのか。最終的にですよ、はい。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 本来その時点でもう払っ

ています。払っていますので、それが回収できない

ということでありますので、国保が支払ったという

ことです。面倒見たということです。以上です。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） そうすると、３割分はもう自

己負担で泣き寝入りっちゅうことですか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 交渉履歴の最初のほうは

そう控えてありました。最終的には、そこまではこ

ちらのほう確認ができておりませんので、分かりま

せんが、いや、この状態であれば多分回収もできて

いないかなと思っております。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 個人で傷害保険に入っとられ

たら多少別なんでしょうけれども。そうすると、こ

ういう事例がよくテレビなんかで見るんですけれ

ども、この車検はいいんだけれども、あるいはまた

車検切れの車というのは自賠責もこれだな。それと

もう一つは任意の保険も当然こうでしょうけども、

例えば豊岡市にどれくらいの割合であると推定さ

れます。その車検切れ、どんなふうな感じなんだろ

うなって思います。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 申し訳ない、ちょっとそ

こはよく分かりません。たまたまこういう事例があ

ったということですので、本来でしたら、こういう

ような場合、当然、車検入ってます、また、任意保

険も入っておりますので、まず、この保険証を、国

保の保険証を使うということがまずありませんの

で、最初に病院に行った場合は、多分、損保会社が、

この相手側が例えば国保でしたら、その保険証を使

わないようにしてくださいと言われると思います

ので、ちょっとこういう事例は普通は考えられない

ということであります。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 私が質問したことは分かれへ

んけれども、幾ばくかはあるっちゅうことになるが

なあ、はい、分かりました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） よろしいです。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 特にご異議ありませんので、報告第２１号は、了

承すべきことに決定しました。 

 次に、第９７号議案、物件購入契約の締結につい

てほか３件を一括議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 
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○委員長（西田  真） 教育総務課、木之瀬参事。 

○教育総務課参事（木之瀬晋弥） 議案書７９ページ

をご覧ください。９７号議案、物件購入契約の締結

についてにつきましてご説明申し上げます。 

 本案は、小・中学校で使用する児童生徒用の端末

の物件購入契約を締結するに当たり、議会の議決を

求めるものでございます。 

 本件によりまして、小学校にｉＰａｄ２，１７６

台、中学校にＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋ２，０６２台を

購入いたしまして、小学校４年生以上の児童、また、

中学校の全生徒に１人１台の端末の配置が完了す

ることとなります。 

 契約の目的は、児童生徒用端末の購入でございま

す。 

 契約の方法でございますが、こちら、県の共同調

達による随意契約でございます。 

 契約金額は１億９，０２０万１，４４０円でござ

います。 

 契約の相手方は、日本電通神戸支店でございます。 

 あとは記載のとおりでございます。 

 続きまして、８１ページをご覧ください。第９８

号議案、こちらも物件購入契約の締結についてにつ

きましてご説明申し上げます。 

 本案は、小・中学校の学習用端末を保管するため

の充電保管庫の物件購入契約を締結するに当たり、

議会の議決を求めるものでございます。こちら、端

末４８台が収納できます大型保管庫を１２５台、２

４台収納できます小型保管庫を５４台購入するも

のでございます。先の９７号議案で購入する児童生

徒用の端末等を保管をするというものになってお

ります。 

 契約の目的は、小・中学校端末充電保管庫の購入

でございます。 

 契約の方法は、指名競争入札でございます。契約

金額は３，０４９万１３０円でございます。契約の

相手方は、有限会社かとう電器となっております。 

 続きまして、８３ページをご覧ください。第９９

号議案、土地の取得についてにつきましてご説明申

し上げます。 

 本案は、合橋小学校用地を取得するに当たりまし

て、議会の議決を求めるものでございます。 

 合橋小学校用地につきましては、個人の方からの

借地がございます。この借地につきまして、地権者

の方と買取りに向けて話合いをしてまいりました。

このたび、地権者４名のうち２名の方との交渉がま

とまりましたので、取得するものでございます。 

 取得する土地でございますが、豊岡市但東町出合

市場字スクモヅカ３番１、ほか２０筆でございます。 

 取得面積は６，４８７．２４平米でございます。 

 取得価格は５，６６４万４，０４９円でございま

す。 

 あとは記載のとおりでございます。 

 続きまして、８９ページをご覧ください。第１０

０号議案、こちらも土地の取得についてでございま

す。 

 本案は、第９９号議案と同様、合橋認定こども園

用地のうち、個人からの借地につきまして、地権者

３名のうち１名の方との交渉がまとまりましたの

で、当該土地を取得するに当たり、議会の議決を求

めるものでございます。 

 取得する土地は、豊岡市但東町出合市場字ウシロ

ド４１０番１でございます。 

 取得面積は１９６．３９平米でございます。 

 取得価格は２２１万９，２０７円でございます。 

 あとは記載のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） すみません、ちょっと議案を

またがって２点ほどお尋ねするんですけども、１点

目が、物件購入のタブレット端末の共同購入につい

てなんですけども、９７号議案、７９ページ、もの

そのものは入れる形っていうのは決まってるんで

すけど、Ｗｉ－Ｆｉの整備っていうのは今現在はで

きてる状況で、これからするっていう感じですか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○教育総務課参事（木之瀬晋弥） Ｗｉ－Ｆｉの整備
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でございますが、まず、校内のＷｉ－Ｆｉの関係で

ございますが、今現在、普通教室につきましては、

一応エリア化ができておるような状況でございま

す。また、今年度繰越予算でもちまして、ネットワ

ークの改修の費用を計上しておりますので、またこ

ちらのほうで、特別教室等についても整備のほうを、

予算の範囲内で整備していきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○委員長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） その点は分かりました。 

 次の部分が９９号議案と１００号議案に関連す

るんですけども、どこだ、８３ページのほうですね。

それぞれまとめた金額ではあるんですけども、平米

単価にすると、それこそ９９号議案と１００号議案

のものというのは非常に近い場所にあるのかな。そ

れが単価が違うということで、これは、全体として

の金額というのはそれぞればらばらのやつが合算

してなってるのか、ちょっとその確認だけお願いし

ます。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○教育総務課参事（木之瀬晋弥） こちらの単価、土

地の買収単価につきましては、不動産鑑定士の鑑定

によりまして金額を決めておるものでございます。

今回の不動山鑑定に当たりましては、各筆ごとで鑑

定のほうお願いをしておりますので、各筆ごとで条

件によって土地の単価が変わっておるということ

になっております。以上でございます。 

○委員長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） ありがとうございます。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（清水  寛） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 今の９９号、１００号議案に

ついてですけども、まだその敷地内に残地があるの

かどうか、それから市内の他の例というのはまだ幾

らかあるのか、その辺をちょっと教えていただけま

すか。 

○委員（井上 正治） どうぞ。 

○教育総務課参事（木之瀬晋弥） 今回の案件に係り

ます合橋小学校につきましては、まだ借地としまし

ては２名の方の借地が残っております。また、合橋

認定こども園につきましても、２名の方が残ってお

るような状況でございまして、今年度中の買収に向

けて交渉を行っているところでございます。そのほ

か、市内の学校の状況でございますが、まず認定こ

ども園でございます。合橋小学校も含めて２園で借

地がございます。また、小学校につきましては、こ

の合橋小学校も含めまして計６校で借地がござい

ます。地権者の内訳といたしましては、団体法人が

３団体、個人が１２名となっております。以上でご

ざいます。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それでは、あと、今の提案の

９９、１００号議案については今後も進めていくと

いうことなんですけども、残ったこども園、小学校

については、今後どのような形で進められていきま

すか。 

○委員（井上 正治） どうぞ。 

○教育総務課参事（木之瀬晋弥） 学校園の借地の今

後の対応でございますが、学校園の用地といいます

のが、長期的、安定的に使用する必要があるという

ことがございますので、個人さんからの借地につい

ては、どうしても相続というのが発生をいたします

ので、どうしても契約関係が不安定になりやすいと

いうことがございますので、個人さんからの借地に

つきましては、今後も買取りの方向で交渉をしてま

いりたいということで考えております。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それは法的な意味合いに、非

常に公共施設としての位置づけがきちっとしてる

んで、やはり自分で持つほうが利用の内容も濃くな

ってくるでしょうし、いろんな意味合いで縛りもな

いというふうなことがあるので、ただ、これは早め

に進めていただいて、いい環境になるようにしてい

ただくことが必要であるなというふうに思います。

以上です。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 
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 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 今の件に関してちょっと疑問

に思うんですけれども、長い間、借地としてその小

学校への用地に貸しておられて、突如どっかの貸し

てる方が、もうそちらに、豊岡市に買ってほしいと

いうような案件があって、こういう次々と出てきた

んでしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○教育総務課参事（木之瀬晋弥） 地権者の方からの

申出といいますよりは、市からのほうのお願いとい

うことで、今回、話を進めております。 

 先ほど、長期的、安定的に継続して使用したいと

いうところもございますし、借地につきましては、

将来的に返還する場合なんですが、原状回復をして

お返しするということが規約の基本になっており

ます。大体、学校園用地といいますのが、もともと

田んぼや畑を造成して学校を建てたり、グラウンド

にしたりということでございます。これはまた、も

し将来的にお返しするということになりましたら、

上の建物を除却しまして、田んぼや畑にまた再造成

をするということが必要になってまいります。その

ときのまた費用といいますのを考えますと、買い取

ったほうが安くなるというような可能性も非常に

高くなりますので、そういった意味合いでもござい

まして、購入のほうを進めておるところでございま

す。以上でございます。 

○委員長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） じゃあ、今度のそういう、公

共施設のマネジメントのそういう整備の中で、いろ

いろそういうことが浮上してきたということもあ

りますか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○教育総務課参事（木之瀬晋弥） 公共施設マネジメ

ントの面というよりは、あくまで学校園用地の管理

という面での検討というか、の中で出てきた事案で

ございます。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。第９７号議案から第１００号

議案までは、原案のとおり可決すべきものと決定し

てご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第９７号議案から第１００号議案までは、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第１０３号議案、豊岡市立植村直己冒険館

の設置及び管理に関する条例制定についてを議題

といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○委員長（西田  真） 生涯学習課、大岸課長。 

○生涯学習課長（大岸 和義） それでは、条例制定

について説明をさせていただきます。 

 議案書は９７ページをご覧ください。第１０３号

議案、豊岡市立植村直己冒険館の設置及び管理に関

する条例制定について説明いたします。 

 本条例は、植村直己冒険館の施設整備及び指定管

理者制度導入に伴いまして、条例の全部を改正しよ

うとするものでございます。 

 議案書は１０５ページをお開きください。改正の

内容につきまして、条例案要綱により説明をさせて

いただきます。 

 まず１では、植村直己氏の偉大な業績及びその精

神を顕彰し、伝承することに加えて、挑戦する心を

育む事業を推進するため、植村直己冒険館を設置す

ることとしています。 

 続いて、２では、施設の名称と位置を、３では、

事業内容を、４では、職員を、５から６では、休館

日と開館時間について定めています。 

 ７から２１までは、使用の許可、許可の基準、使

用権譲渡の禁止、特別の設備設置等のほか、許可の

取消し等、使用料及び入館料とその減免、そのほか

植村直己冒険館の管理運営に必要な事項について
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定めております。 

 次ページをお願いいたします。１０６ページの下

のほうでございますけども、２２では、冒険館の管

理を指定管理者に行わせることができ、その際に必

要な規定の読替え等について定めております。 

 次の１０７ページ、一番上でございますが、２３

では、指定管理者に利用料金を収受させることがで

きることとし、その際に必要な規定の読替え等につ

いて定め、２４では、規則への委任を定めておりま

す。 

 ２５の附則、（１）では、この条例は、公布の日

から起算して１０月を超えない範囲内で施行する

こと。それから（２）では、豊岡市都市公園条例で

定める有料公園施設に、豊岡市立植村直己冒険館を

加えることとしております。なお、条例制定に併せ、

附則の（２）で説明しました今回の条例制定を行う

関係条例の新旧対照表を、１０８ページ、次ページ

でございますが、１０８ページに添付いたしており

ますので、ご清覧いただきますようお願いいたしま

す。 

 説明は以上です。ご審議賜りますよう、よろしく

お願いいたします。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。質疑

はありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 今回、植村直己冒険館がリニ

ューアルされて非常にきれいになって、挑戦する心

を育む事業ということを推進されるというふうな

ことでございますけども、次の名称及び位置という

条例２のところのですね、ちびっこ広場の位置づけ

なんですけども、これまではここはフリーにオープ

ンをしてたと思うんですけども、この辺の扱いがど

うなるのか。自由にまだ使えるのか、今までと同じ

ように、その辺の方向性を教えていただけますか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） ちびっこ広場につき

ましては今回の整備に合わせまして、指定管理の区

域、いわゆる冒険館の事業を実施する場所として、

例えば体験活動を中心にそこで展開する予定にし

ておりますが、今現在、市民の方のウオーキングコ

ースだったりに使われておりますので、その用途は

引き続き使えるような内容で整備を考えていただ

いているところでございます。以上です。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） その確認さえできれば、地元

の方も非常に喜ばれると思います。非常に地元の方

もその辺を気にされてる方がございまして、あれが

本当に使えるのか使えないのか、今までと同じよう

にということがございましたので、その確認さえ取

れれば、やはりできる限り地元の方がフリーに使え

て、体力づくりだったり、健康づくりだったり、役

立つようにしていただけたらありがたいと思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 よろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１０３号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１０９号議案、令和２年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第３号）

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 市民課、定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） ２４５ページをご覧くだ

さい。第１０９号議案、令和２年度豊岡市国民健康

保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第３号）

についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１，４９３万４，０００円を追加し、予算

の総額を８９億６，５５７万４，０００円とするも
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のです。 

 ２６６ページ、２６７ページをご覧ください。歳

出補正予算総括表によりご説明いたします。総務費

の３９万６，０００円の減額及び保険事業費の５７

３万５，０００円の増額は、人件費に係るものであ

ります。基金積立金９６０万８，０００円の減額は、

元年度決算の確定に伴い、繰越金の確定及び一般会

計繰入金等を精算するため、財政調整基金積立金を

減額するものであります。諸支出金１，９２０万３，

０００円の増額につきましては、コロナウイルス感

染症の影響による国保税過年度分の還付金、元年度

の決算確定により、一般会計繰出金及び特定健康診

査等負担金の過年度分を精算するものです。 

 戻っていただきまして、２６４、２６５ページの

歳入補正予算総括表をご覧ください。国民健康保険

税の５７３万５，０００円の増額は、財源調整分で

す。県支出金１，０００万円の増額は、国保税過年

度分還付金の交付金であります。繰入金の３９万６，

０００円の減額も財源調整分です。繰越金４０万５，

０００円の減額は、元年度決算の確定によるもので

す。 

 説明は以上です。ご審議賜りますよう、よろしく

お願いします。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１０９号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１０号議案、令和２年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第１号）

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○委員長（西田  真） 健康増進課、宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、議案書の

２６９ページをお願いします。第１１０号議案、令

和２年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘

定）の補正予算（第１号）についてご説明いたしま

す。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３９７万１，０００円を追加し、総額をそ

れぞれ８，７０１万円とするものです。 

 主な内容について事項別明細書でご説明いたし

ますので、２８１ページをご覧ください。一番上の

人件費ですが、人件費調整による減額となります。

それから、そこの枠の一番下の報償金については、

新型コロナウイルス感染症対応事業者慰労金の給

付に伴う増額になります。 

 次に、その下の枠、一般会計繰出金は、令和元年

度決算剰余金の確定に伴い、一般会計へ繰り出すも

のです。 

 戻っていただいて、２７９ページをお願いします。

歳入の内訳ですが、一番上の一般会計繰入金は減額

しています。 

 次の枠の前年度繰越金は、令和元年度決算の確定

に伴うものです。 

 次の枠の雑入は、新型コロナウイルス感染症対応

従事者慰労金の給付に伴うものとなっております。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１０号議案は、原案のとおり可決すべき



 9 

ものと決定しました。 

 次に、第１１１号議案、令和２年度豊岡市後期高

齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

○委員長（西田  真） 市民課、定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） ２８５ページをご覧くだ

さい。第１１１号議案、令和２年度豊岡市後期高齢

者医療事業特別会計補正予算（第１号）についてご

説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出の予算の総額に歳入歳

出それぞれ２，４５９万４，０００円を追加し、予

算の総額を１３億６３４万８，０００円とするもの

です。 

 ２８７ページをご覧ください。歳出の主な内容に

つきましては、第１表によりご説明いたします。総

務費の２１１万８，０００円の減額は、人件費に係

るものであります。後期高齢者医療広域連合納付金

２，５３４万５，０００円の増額は、元年度に徴収

した保険料の精算で、広域連合への納付金を増額す

るものであります。諸支出金１３６万７，０００円

の増額は、元年度の決算確定により一般会計繰出金

を精算するものであります。 

 １ページに戻っていただきまして、２８６ページ

をご覧ください。歳入としては、繰入金２１１万８，

０００円の減額は、人件費に係るものです。繰越金

２，６７１万２，０００円の増額は、元年度決算確

定によるものです。 

 説明は以上です。ご審議いただきますよう、よろ

しくお願いします。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１１号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１２号議案、令和２年度豊岡市介護保

険事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。 

○委員長（西田  真） 高年介護課、恵後原課長。 

○高年介護課長（恵後原孝一） それでは、３０１ペ

ージをお願いいたします。第１１２号議案、令和２

年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ４億４，４２３万８，０００円を追加いた

しまして、総額をそれぞれ１０４億５，９７８万９，

０００円とするものです。 

 主な内容につきまして、事項別明細書でご説明い

たします。３１２ページをお願いいたします。まず

歳出ですが、上の枠の総務費の補正額１９０万５，

０００円の増額は、人件費の調整によるものです。 

 その下の枠から１ページにかけての地域支援事

業費の補正額は、合わせて５９０万８，０００円の

減額としています。これは、人件費の調整と、３１

５ページの説明欄の１行目に記載の認知症サポー

ター養成講座で使用するパソコンの購入機器入替

えによる、備品購入費の精算によるものです。 

 次の基金積立金の３億８５５万９，０００円の増

額は、令和元年度からの繰越金額に、令和元年度の

国県等の負担金の精算に伴う追加交付と返還金と

加除したところの令和元年度末の実質収支残額を、

介護保険給付費準備基金に積み立てるものでござ

います。 

 １枚めくっていただいて、３１６ページ、上の枠

の諸支出金の償還金８，４４３万１，０００円は、

令和元年度の保険給付費と地域支援事業費の確定

に伴います国県負担金等の精算による返納金にな

ります。 

 次の枠の一般会計繰出金５，５２５万１，０００
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円は、保険給付費等保険事業の精算に伴う一般会計

への返還金です。 

 次に、歳入をご説明いたします。戻っていただき

まして、３１０ページをお願いします。１つ目の枠、

支払基金交付金の補正額９４１万９，０００円の増

額は、令和元年度の保険給付費の確定に伴う支払基

金交付金の精算による追加交付を予定するもので

す。 

 次の枠の繰入金は、一般会計からの繰入れを４０

０万３，０００円減額するもので、歳出における総

務費及び地域支援事業費の人件費等の補正増減に

対応して補正するものです。 

 次の繰越金４億３，８８２万２，０００円の増額

は、令和元年度決算の確定に伴い補正するものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１２号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１４号議案、令和２年度豊岡市診療所

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

○委員長（西田  真） 健康増進課、宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、議案書３

３７ページをご覧ください。第１１４号議案、令和

２年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第３

号）についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１，８０７万８，０００円を追加し、総額

をそれぞれ３億６８０万１，０００円とするもので

す。 

 主な内容については、事項別明細書でご説明いた

しますので、３５０ページをお願いします。３５０

ページから３５３ページまでの歳出の内訳ですが、

休日急病診療所、森本診療所、神鍋診療所、高橋診

療所及び但東歯科診療所の人件費について調整に

より増額しています。報償金については、新型コロ

ナウイルス感染症対応従事者慰労金の給付に伴い

追加しています。 

 最後の３５３ページの一般会計繰出金は、令和元

年度の決算剰余金の確定に伴い、一般会計へ繰り出

すものです。 

 戻っていただいて、３４６ページをお願いします。

３４６ページから３４９ページまでの歳入の内訳

ですが、各診療所について、一般会計からの繰入金

と新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の

給付に伴う雑入の増額をしています。 

 前年度繰越金の追加は、令和元年度決算の確定に

伴うものです。説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 

 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１４号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１５号議案、令和２年度豊岡市霊苑事

業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○委員長（西田  真） 生活環境課、成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） ３５７ページをご覧
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ください。第１１５号議案、令和２年度豊岡市霊苑

事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明い

たします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１，０１８万６，０００円を追加し、予算

の総額を１，８６１万３，０００円とするものです。 

 歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別

明細書によりご説明いたします。３６５ページをご

覧ください。歳出は、令和元年度の決算確定により、

繰越金と同額を基金積立金として霊苑整備基金へ

積み立てようとするものです。 

 続いて、３６３ページをご覧ください。歳入です

が、令和元年度の決算確定により、繰越金１，０１

８万６，０００円を計上しています。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１５号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１３１号議案、豊岡市国民健康保険条例

の一部を改正する条例制定についてを議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。 

○委員長（西田  真） 市民課、定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） ４３５ページをご覧くだ

さい。第１３１号議案、豊岡市国民健康保険条例の

一部を改正する条例制定についてご説明いたしま

す。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症による傷病手

当金に対する国の財政支援の見直しに伴い、傷病手

当金の支給する要件を国の財政支援に応じ支給で

きるようにするため、所要の改正を行うものです。 

 内容につきましては、４３８ページの条例案要綱

によりご説明いたします。 

 １の改正の内容についてですが、新型コロナウイ

ルス感染症による傷病手当金の支給の要件につい

て、療養のため労務に服することができない期間の

終期を規則で定める日と改めることとしています。 

 傷病手当金につきましては、４月の臨時議会にお

いて可決、承認をいただきましたが、支給期間につ

きましては、国の財政支援のとおり、令和２年１月

１日から令和２年９月３０日までの間としており

ます。なかなか終息が見通せないコロナウイルス感

染ですが、国としても、傷病手当金支給の財政支援

の適用期間を大幅に延長することはなく、今回、適

用期間を令和２年１０月１日から令和２年１２月

３１日の間にすると通知がありました。現在、第二

波が少し落ち着いているようですが、これから冬に

向けて第三波が到来するとの報道もあり、今後、国

においては、さらなる適用期間の延長もあり得ると

予想しますので、期間の終期を規則で定めるよう改

正をしたいと思います。 

 ２の附則では、この条例は、令和２年１０月１日

から施行することとしております。 

 なお、４３９ページに新旧対照表を添付しており

ますので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） この案件、条例に関してでは

ちょっとないんですけど、関連するかなと思うんで

すけども、このコロナの状況の中で、そういう国保

について減免申請とかは何件ぐらいあったんでし

ょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） まず、この傷病手当金に

ついては、減免申請は今のところありません、ゼロ

です。また、国民健康保険税の減免につきましては、
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豊岡市のほうで、まず、元年度納付につきまして６

１件で約１３０万円程度、令和２年度納付分につき

ましては６５件で７３５万円程度あります。ですの

で、合計で１００件の、１，０００万円近い減免申

請、国民健康保険税の減免申請は今、出ております。

以上です。 

○委員長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） たくさんの、やっぱりあった

んかなって。例年と比べて多いいか少ないかちょっ

と分からないんですけども、そこら辺と。それから、

これからもそういう減免申請をせずに、なかなか納

付が困難な方もあると思われますので、そこら辺の、

こんなんができますよっていうのんを、しっかりと

周知していただきたいなと思いますが、その２点に

ついてどうですか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） すみません、これは国民

健康保険税ですので、税務課のほうが担当しており

ます。実績しか今のところは分かりません。前年に

比べますとというのは、あくまでこれはコロナ減免

だけですので、その他の減免申請につきましては、

ちょっと把握はしておりません。なお、税務課のほ

うも広報なり、また、各納付書を発送したときに１

件１件、このような減免申請のことも適宜明細に入

れておりますので、多分、該当する方につきまして

は、把握できておられると思いますので、問題ない

かと思っております。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民生活部長（谷岡 慎一） 国民健康保険税につ

きましての減免につきましては、先ほど定元課長か

らもありましたが、コロナについては特に減免をす

るっていうことになっておりますので、こうした減

免が出てきているということです。今後ですが、ま

だまだ該当するであろうけれども、申請されていな

い方もあろうというふうに思いますので、そこにつ

いては、しっかり今後も広報を考えていきたいと思

いますので、検討いたしたいっていいますか、実施

する方向でやっていきたいと思っとります。以上で

す。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（上田 伴子） ありがとうございます。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１３１号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。再開は１０時３

０分。 

   午前１０時２１分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時２９分 分科会開会 

○分科会長（西田  真） ただいまより文教民生分

科会を開会いたします。 

 まず、第１０８号議案、令和２年度豊岡市一般会

計補正予算（第１１号）を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。 

 説明は、歳出、続いて所管に係る歳入、債務負担

行為、最後に地方債の順でお願いします。 

 質疑は、全ての部署の説明が終わった後に一括し

て行います。 

 それでは、組織順に地域コミュニティ振興部から

説明をお願いいたします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 議案書は２２１ペー

ジをご覧ください。説明欄一番上の枠でございます

が、生涯学習サロンの整備事業費について説明いた

します。 

 現在、市内千代田町で進めております生涯学習サ

ロンの整備計画を一部変更しまして、事業箇所に大
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手町の大型商業施設アイティを加えることとし、現

行予算に必要な補正を行うものでございます。 

 既に配付されてます予算の資料で説明をさせて

いただきたいと思うんですが、資料の８ページをご

覧いただけますでしょうか。（発言する者あり）予

算資料の８ページです。 

 生涯学習サロンの整備ということで。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） それでは、説明資料

の２の事業概要をご覧ください。変更後について説

明をさせていただきます。 

 変更後の計画では、千代田町の旧店舗跡地に陶芸

棟を新築し、アイティ４階に教室Ａ、教室Ｂ、木彫

室、事務室、ギャラリーを改修する予定でございま

した。その後、電気炉がアイティ７階屋上に設置可

能なことが分かりまして、現在は陶芸教室をアイテ

ィ７階に整備し、千代田町の旧店舗跡地は、生涯学

習サロンの屋外交流広場として位置づけることを

検討しています。 

 （４）の今後のスケジュールについて、来年４月

のオープンに向けてご覧の手続を進めてまいりた

いと考えております。さらに事業計画の変更により

予算額を精査しました結果、総額で６，８６２万４，

０００円を減額したいと考えております。 

 陶芸教室をアイティ７階に、旧店舗跡地を屋外交

流広場として整備することになった場合でも改修

工事等の費用は必要ですので、現時点でその金額は

明確になっておりませんが、来年４月のオープンは

至上命題でございまして、今回の補正後の予算の範

囲内で事業を進めることとさせていただきたいの

で、ご理解を賜りたいと思います。 

 議案書に戻っていただきまして、２２３ページを

ご覧ください。すみません、あっちこっちしまして。

２２３ページでございます。真ん中からちょい下の

辺りですけども、植村直己冒険館事業費について説

明いたします。こちらは、新型コロナウイルス感染

拡大の影響によりまして、サバイバル体験キャンプ

が中止になりまして不用額を減額しようとするも

のでございます。それからその下、植村直己冒険賞

の事業費につきましては、去る７月２５日に、新型

コロナウイルス感染拡大の影響を受けまして、規模

を縮小、開催しましたけども、授賞式にかかる費用

の不用額を減額しようとするものでございます。 

 続きまして、歳入について説明をいたします。議

案書１７５ページをご覧ください。一番上の枠、社

会教育施設整備事業債、生涯学習サロン分でござい

ますが、こちらのほう６，５２０万円減額になって

おります。こちらは、事業費の減額に合わせた減額

でございます。 

 それから議案書１５７ページをご覧ください。第

３表、地方債補正でございます。真ん中から下辺り

の社会教育施設整備事業費、生涯学習サロンですが、

補正後の限度額を１億６，８８０万円とさせていた

だいております。 

 生涯学習課の説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○文化振興課長（米田 紀子） それでは、１８１ペ

ージお願いします。説明欄、一番下の枠でございま

す。文化芸術創造交流事業費３８４万２，０００円

の増額です。これは、市内の小学校２年生全員を対

象にした参加型演劇公演につきまして、新型コロナ

ウイルス感染症対策による学校休業で減少した授

業時数の確保と、密になる環境での観劇を避けるた

め、施設での公演を学校体育館に変更して、移動に

かかる時間を短縮、また、広さのある体育館での開

催により、密になる環境を避けることとしたもので

す。内訳は委託料の増額、それから施設の借り上げ

料及び移動のための自動車借り上げ料の減額です。 

 続きまして、２２３ページお願いします。一番上

です。市民会館等自主事業費、それから同じページ

の１つ下の事業費、日本・モンゴル民俗博物館管理

費です。いずれも、新型コロナウイルス感染症の影

響によりまして、予定していた事業の中止に伴う減

額でございます。 

 続いて、歳入です。１６７ページをご覧ください。

１６７ページ一番下でございます。地方創生臨時交

付金、このうち３８４万２，０００円を、先ほどご

説明しました演劇公演の増額分に全額充てており
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ます。 

 それから、同じく歳入の１７３ページお願いしま

す。１７３ページ真ん中辺りです。雑入のところで

市民会館等入場料、市民会館の入場料でございます。

これも、先ほど説明させていただきました、自主事

業の中止に伴う入場料を減額しております。 

 文化振興課は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） 議案書の２２３

ページをご覧ください。下段の枠の人件費、スポー

ツ推進委員の報酬ですけども、前半の事業が中止と

なったために減額をしております。 

 ２２５ページをご覧ください。上段の中ほどです

けども、学校開放事業費の修繕料の増額ですが、夜

間照明施設における電気設備点検の指摘によりま

して、神美小学校、新田小学校、八条小学校の分電

盤等の修繕を行う予定にしております。 

 中段の植村直己記念スポーツ公園管理費の事業

用備品の増額ですが、スポーツトラクターが故障し、

部品の生産中止により修理不可能となっておりま

すので、管理上からも早急に更新する必要が生じた

ため、新たに購入する予算を計上しております。 

 その他のスポーツ振興課分は、入札減や大会中止

等によるものの減額をしております。 

 次、歳入です。１７５ページをお願いします。上

から２枠目です。保健体育施設整備事業債の増額で

すけども、植村直己記念スポーツ公園管理費のスポ

ーツトラクター分４６０万円の増額、竹野中央公園

管理費のスポーツトラクター分の９０万円の減額、

但東スポーツ公園の管理費のスポーツトラクター

分５０万円の減額を行うことで、３２０万円の増額

としております。 

 次に、１５７ページをお願いします。地方債補正

です。下から２行目ですけども、保健体育用施設整

備事業費、スポーツトラクター分として３２０万円

増額をしております。以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 市民課、定元です。歳出

からご説明いたします。１８５ページをご覧くださ

い。一番上の枠、一目戸籍住民基本台帳費の説明欄

の人件費１，０１１万９，０００円のうち１３８万

２，０００円は、マイナンバーカード交付に係る事

務の会計年度任用職員の人件費です。この人件費は

全額、国庫補助であります。 

 次に、１８７ページをご覧ください。説明欄４枠

目の高齢期移行助成事業費の７９万６，０００円の

増、その３行下、乳幼児等医療費助成事業費の１１

万１，０００円の増、同じく３行下、高齢重度障害

者医療費助成事業費の４８万６，０００円増は、い

ずれも元年度助成額が確定しましたので、多く受け

入れていた県補助金の返納金であります。 

 次に、１９１ページをご覧ください。一番上の枠

の上から１０行下、児童手当給付事業費の６万円の

増は、元年度児童手当給付額が確定し、児童手当の

うち、特例給付分の国庫補助金の返納金であります。 

 歳出は以上です。 

 次に、歳入です。１６７ページをご覧ください。

２枠目の説明欄、児童手当負担金（過年度分）の４

１万７，０００円の増額は、令和元年度児童手当交

付金の精算による国庫負担分の追加交付分であり

ます。 

 同じく１６７ページの３枠目の説明欄の一番上、

個人番号カード利用環境整備費補助金１３８万２，

０００円の増は、先ほど歳出で説明しましたマイナ

ンバーカード交付に係る事務の会計年度任用職員

の人件費分で、１００％国庫補助です。 

 次に、１６９ページをご覧ください。一番上の枠、

上から２行目の児童手当負担金（過年度分）の１１

万１，０００円の増額は、令和元年度児童手当交付

金の精算による県負担の追加交付分であります。 

 次に、その下の枠の一番上、重度障害者医療費助

成事業費補助金、（過年度分）の３２万６，０００

円の増、その次の乳幼児等医療費助成事業費補助金、

（過年度分）の２５万５，０００円の増、その次の

母子家庭等医療費助成事業費補助金、（過年度分）

の３８万９，０００円の増、子ども医療費助成事業

費補助金、（過年度分）の３２万円の増は、いずれ

も令和元年度の助成額の確定による県からの追加
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交付分であります。 

 次に、１７１ページをご覧ください。３枠目の説

明欄の１行目、国民健康保険事業特別会計（事業勘

定）繰入金の８８９万９，０００円の増額は、令和

元年度の職員給与費、出産育児一時金等の確定に伴

う一般会計繰出金の精算によるものです。 

 その２行下、後期高齢者医療事業特別会計繰入金

１３６万７，０００円の増の額につきましても、元

年度の職員給与費並びに事務費の確定に伴う一般

会計繰出金の精算によるものです。 

 市民課からは以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） まずは歳出から説明

させていただきます。１９７ページをお願いいたし

ます。１枠目中ほどにございます感染症対策事業費

です。総括説明で市長からも説明させていただきま

したが、補助金額のより大きな県の制度を紹介し、

比較を促したことにより、執行減の見込みになった

ため、大きく減額させていただいております。実際、

補助制度への問合せが多いことから、県と市、併せ

た事業効果を発揮できているものと考えています。 

 続いて、環境衛生事業費です。ごみステーション

の設置に対する補助金の増額です。コロナ禍におけ

る環境衛生意識が向上したことが一つの要因にな

ってるようですが、区や自治会からのごみステーシ

ョン設置の申請、要望を多く聞いているところです。

２５基分の１２５万円の増額予算を要求させてい

ただいております。 

 次に、大気汚染対策事業費です。県委託金の増額

の内示を受け、それに見合う需用費を要求しており

ます。 

 同じく１９７ページ下枠のじんかい処理事業費

です。新型コロナウイルスが付着した家庭ごみが排

出されている可能性を踏まえて、収集運搬業務に従

事する委託業者に対して、感染予防対策費用を支給

し、業務従事中の感染防止を行っていただこうとす

るものです。 

 続きまして、歳入です。１６９ページをご覧くだ

さい。下の枠、大気汚染常時監視網管理委託金です。

県の委託金１０万円の増額要求でございます。 

 続きまして、債務負担行為補正です。１５６ペー

ジをお願いいたします。上から２枠目のごみ収集運

搬業務の債務負担行為の追加です。家庭ごみの収集

運搬業務は、日常欠かすことのできない重要な業務

であり、適正で確実な履行が求められる業務です。

その業務を遂行するためには、高額な専用運搬車両

や業務を熟知した従業員を雇う必要があり、併せて

当該業務を確実に履行するためには、従業員の健康

保持と労働環境を整備し、事故を未然に防止する作

業体制の確立が必須でもございます。長期継続契約

として締結することは、事業者にとって必要な整備、

機器等の初期投資費用を計画的に回収することや、

優秀な従業員を確保することができ、経営の安定性

が高まり、雇用の安定にも寄与すると考えられます。

そのことは、他の事業者の参入意欲も促進され、競

争性の向上が期待でき、新たなビジネスチャンスと

も捉えることができ、結果的に市の契約金額の削減

につながる可能性が期待できます。このような事情

から、前回、平成２８年度の更新時から、長期継続

契約により５年の委託契約を業者と契約している

ところです。今回は令和３年度から令和７年度まで

の債務負担行為となります。 

 説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） では、歳出から説明

いたします。１８７ページをご覧ください。上から

２枠目の知的障害者福祉事業費、手数料３０万３，

０００円でございます。指定管理施設であります日

高共同作業所については、指定期間満了の２０２１

年度末の後、老朽化により現建物を除却することと

しております。除却後は、現指定管理者である法人

より現在地での建て替えが予定されておりまして、

事業用地の売却を希望されております。このため、

売却に当たり、市において不動産鑑定が必要である

ことから、３０万３，０００円を補正するものでご

ざいます。なお、令和元年度の１２月補正にて、当

該事業用地の鑑定料をお認めいただいておりまし

たけれども、建て替え場所の具体的な位置等が進展
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しなかったことから未執行となり、今回、改めて補

正するものでございます。 

 続きまして、１９１ページをご覧ください。上か

ら１３行目、子供の貧困対策推進事業費６２万５，

０００円です。子供の貧困対策の一環としまして、

子ども食堂が地域で取り組まれるよう、開設支援を

行うものでございます。先進地視察や学習会の経費、

開設のための補助金を計上しております。 

 主なものとして、補助金の５６万円について説明

をいたします。開設事業費４０万円につきましては、

冷蔵庫や炊飯器等の開設に必要な備品設備の購入

経費等への補助金で、月２回以上開設する場合の補

助金として２０万円、２か所分で計上をしておりま

す。なお、想定としましては、４か所分の開設を目

標としておりますけれども、４か所のうち２か所分

については、県の補助金の活用を想定をしておりま

す。また、運営事業費１６万円につきましては、開

設後１年間の食材費等の運営に必要と認める経費

への補助金で、月２回以上開設する場合の補助金と

して１万円、４か所分の各４か月分を計上しており

ます。なお、月１回の開設の場合には月２回以上の

場合の半額として、備品購入費は１０万円、運営費

は５，０００円を予定しております。 

 続きまして、そこから１０行ほど下のところでご

ざいます。児童扶養手当・就学援助費受給者支援給

付事業費、交付金７５９万円の減額でございます。

本事業につきましては、本市独自の事業として、ひ

とり親家庭等及び就学援助家庭に対する緊急的な

支援として、１世帯につき３万円の給付金を支給し

たものでございます。給付実績としましては、児童

扶養手当受給者は６０２世帯、就学援助受給者１３

１世帯の合計７３３世帯です。支給対象者への給付

が完了したため、不用額を減額するものでございま

す。 

 続いて、１９３ページをご覧ください。上から３

枠目の母子生活支援施設措置事業費１３９万１，０

００円のうち、普通旅費４万２，０００円と通行料

３万３，０００円についてですが、今後のＤＶ発生

に伴う一時保護施設入所に伴う職員旅費と、公用車

使用による高速料金分として計上をしております。 

 なお、その他、社会福祉課分につきましては、令

和元年度の実績確定による国県補助金等の精算に

伴う返納金で、説明のほうは省略させていただきま

す。 

 続いて歳入です。１６９ページをご覧ください。

１６９ページ真ん中の枠の上から５行目辺りです。

意思疎通支援事業費補助金１３万６，０００円につ

いてです。先ほど歳出で説明いたし……。 

 あっ、失礼いたしました。説明漏れがありました。

失礼いたしました。歳出で説明漏れがございます。

１８７ページをご覧ください。１８７ページ下から

６行目辺りです。地域生活支援事業費３１万５，０

００円についてです。これは、聴覚障害者の情報保

護を行うために、新型コロナウイルスの感染リスク

があり、診察のための病院への手話通訳者の派遣が

難しい場合に、タブレット等による遠隔手話通訳環

境を整備するものです。具体的には通信運搬費４万

３，０００円につきましては、モバイルＷｉ－Ｆｉ

の初期費用及び通信料、１０月分から３月分とタブ

レットの通信料、これも１０月分から３月分の２台

分でございます。事業用備品の２７万２，０００円

につきましては、社会福祉課事務所に設置する手話

通訳者用のノートパソコン１台分と貸出用のタブ

レット２台分、これは、豊病のコロナ外来とその他

の民間の医療機関を想定しております、このタブレ

ットの購入費です。 

 それでは、歳入のほうで１６９ページをご覧くだ

さい。真ん中の枠の上から５行目辺りです。意思疎

通支援事業費補助金１３万６，０００円についてで

す。先ほど説明いたしました、遠隔手話通訳環境の

整備にかかる手話通訳者用のノートパソコン１台

分の県の補助金でございます。 

 社会福祉課の説明は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○高年介護課参事（武田 満之） 高年介護課分の関

係分について、説明のほうをさせていただきます。 

 事項別明細書、歳出です。まず、１８９ページの

真ん中の枠をご覧ください。老人福祉総務費でござ
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います。職員の人事配置等の確定に伴いまして、人

件費１１４万８，０００円の減額補正と、介護保険

事業の減額補正に伴う介護保険事業特別会計繰出

金７万５，０００円の減額補正をしております。 

 説明欄、その下の枠、生きがい活動支援通所事業

は、おおむね６５歳以上の介護保険対象外の方で、

家に閉じこもりがちな方、要支援や要介護の状態と

なるおそれのある方に対して、孤立感の解消であり

ますとか介護予防を目的として、通所によりレクリ

エーションや日常動作訓練等のサービス提供を行

う事業でございます。新型コロナウイルスの感染防

止予防のために、４月の９日から５月の３１日まで

事業のほうを中止しておりまして、その中止期間に

おけます事業者への委託料の一部、２００万１，０

００円のほうの減額補正をするものでございます。 

 歳入でございます。１７１ページをご覧ください。

上から３段目の枠ですけれども、その４行目、介護

保険事業特別会計繰入金につきましては、先ほどの

介護保険特別会計の補正第２号につきまして、それ

に対応する繰出金５，５２５万１，０００円のほう

の受入れを行っております。 

 １７３ページをご覧ください。上から３段目の枠

です。利用者負担金のところの生きがい活動支援通

所事業、先ほど歳出でも説明しました、生きがい活

動支援通所事業にかかる利用者の負担金でござい

ます。そちらのほう減額補正しております。利用者

数としては４２８人分の減額というか、減少を見込

んでおります。以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、１８１ペ

ージをお願いします。下から７行目です。ママの働

き方応援業務ですが、新型コロナウイルス感染症の

影響によりまして、今年度は事業を中止しましたの

で、減額するものです。 

 次に、１９５ページをお願いします。一番下の枠

になりますが、その中の一番上です。健康診査事業

費のうち、通信運搬費や業務委託料の減額について

は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言

が出されたことにより、健診日程の確保ができなか

ったこと、また、それに伴い人数制限や健診項目な

どの変更を行った結果、減額するものです。その下

の国県負担金等精算返納金は、健診事業の精算に伴

う返納金であります。その下、母子保健事業費の通

信運搬費と事業用備品の増額ですが、新型コロナウ

イルス感染症などに対応するため、従来、対面で行

ってきた保健指導や保健相談をオンラインでも実

施できるよう、タブレットを購入するものです。そ

の下、国県負担金等精算返納金は、未熟児養育医療

給付制度の事業の精算に伴う返納金です。 

 次に、１９７ページをご覧ください。一番上の予

防接種事業費の国庫負担金等精算返納金は、緊急風

疹抗体検査等事業の精算に伴う返納金になります。

その下、感染症対策事業費の消耗品などについては、

手指消毒剤などの購入の費用で追加をしておりま

す。 

 次に、歳入で、１６７ページをお願いします。下

から６枠目になります。がん検診推進事業費補助金

については、すこやか市民健診の実施変更に伴う減

額です。妊娠・出産包括支援事業費補助金について

は、タブレット購入に伴う補助金になっております。 

 次に、１６９ページをお願いします。真ん中の枠

のその中の真ん中辺りで、健康増進事業費補助金に

ついてですが、これも、すこやか市民健診の実施の

変更に伴いまして、県からの補助金の減額をしてお

ります。 

 次に、１７１ページをお願いします。上から３つ

目の枠の一番上のところに国民健康保険事業特別

会計（直診勘定）繰入金、それから、そこから３つ

下の診療所事業特別会計繰入金、これについては、

それぞれの決算剰余金について繰り入れるもので

す。 

 次に、１７３ページをお願いします。上から３つ

目の枠の一番上、各種検診弁償金です。これも、す

こやか市民健診実施の変更に伴いまして、それぞれ

個人負担の分が減りますので、減額をしているとい

う状況です。 

 健康福祉部は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 
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○教育総務課参事（木之瀬晋弥） まずは歳出予算か

らご説明をさせていただきます。１７９ページをご

覧ください。一番上のところです。基金管理費の奨

学基金積立金でございます。こちらは、水道事業会

計の剰余金の一部を市の奨学基金に積み立てるも

のでございます。 

 続きまして、１９３ページの上から２枠目、下か

ら６行目をご覧ください。保育所管理費でございま

す。こちらは、西保育園の調理室の空調設備の修繕

にかかる費用を増額をしているものでございます。 

 続きまして、２１７ページをご覧ください。上の

枠の真ん中辺り、学校施設管理費でございます。こ

ちら、まず、港東小学校、港西小学校の学校統合に

かかる経費を計上しております。内容としましては、

トイレ等の施設改修にかかる費用、また、校名、校

章等の銘板の取替えの費用等を計上してるもので

ございます。そのほか、コロナ対策といたしまして、

コロナ対策の学習の保障という面で、小学校１年生

から３年生の１人１台端末の追加整備ということ

で、２，１００万円を計上しております。そのほか、

普通教室の換気扇の購入費用等も計上しているも

のでございます。コロナ対策につきましては、国の

学校教育活動再開支援補助金を充当しております。 

 続きまして、２１９ページをご覧ください。一番

上のところ、中学校の学校施設管理費でございます。

こちらは、コロナ対策といたしまして、換気扇等の

備品購入の費用を計上しているものでございます。

こちらも同じ補助金を充当しております。 

 続きまして、歳入でございます。１６７ページを

ご覧ください。一番下の枠の下から４行目、学校教

育活動再開支援事業費補助金でございます。こちら

が先ほどご説明させていただきました、小・中学校

のコロナ対策の費用について充当しているもので

ございまして、教育総務課分につきましては、２，

９０９万２，０００円のうち１５４万円が該当いた

します。 

 続きまして、１７１ページをご覧ください。上か

ら２枠目、設備整備寄附金でございます。こちらは、

市内の企業からの、中学校の設備整備にかかる経費

についての寄附金でございます。 

 続きまして、もう一つ下の枠の一番下、水道事業

会計繰入金でございます。こちらが市の奨学基金に

積み立てるための繰入金でございまして、水道事業

会計の前年度決算の剰余金の一部を繰り入れるも

のでございます。 

 最後に、債務負担行為でございます。１５６ペー

ジをご覧ください。表の一番下、給食配送業務でご

ざいます。こちらは豊岡学校給食センターの給食配

送業務につきまして、令和３年度から５年度までの

契約を締結するに当たりまして、債務負担行為を設

定するものでございます。 

 教育総務課分は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） それでは、まず歳

出から説明をいたします。１８３ページをご覧くだ

さい。１８３ページの１枠目、上のほうにあります

が、英語教育推進事業費について、これには２つあ

りまして、１点は、例年やっておりますイングリッ

シュサマーキャンプが中止になったものの減額、も

う１点が、この９月から来日予定であったＪＥＴプ

ログラムが、渡航制限によって来日が難しくなりま

した。そのために、民間業者とＡＬＴ５名の派遣契

約を行うものとして計上しております。その下、ふ

るさと教育推進事業費ですが、これにつきましては、

但東中学校の、東京での東京ＰＲ活動が中止になり

ましたので、減額させていただいております。 

 それから２１５ページをご覧ください。２１５ペ

ージ２枠目の人件費、会計年度任用職員報酬のスク

ール・サポート・スタッフの減額ですが、これは、

スクール・サポート・スタッフの人員が確保できな

いということで、減額をさせていただいております。

その下のとよおかがんばりタイム事業費につきま

しては、１校追加になりましたので、増額させてい

ただいております。 

 それからその２つ下の、下から３枠目になります

が、学校振興事業費につきまして、これにつきまし

ては、新たに県の１０分の１０の新規事業を年度途

中で受けるために、１５万円増額させていただいて
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おります。その下の感染症対策事業費ですが、これ

につきましては、１つは換気扇の設置につきまして

学校施設管理費のほうに組替えをさせていただき

ました。 

 それから２１７ページをご覧ください。１つ目の

枠の中ほどになりますが、学校運営事業費になりま

す。これはコロナと熱中症の対策ということで、学

校のほうに冷感タオル、全児童に冷感タオル、それ

から日傘の置き傘をさせていただいたもの、それか

ら熱中症の対策用品購入用の予算を配当させてい

ただいたものになります。 

 同じく２１７ページの一番下の枠の学校運営事

業費、消耗品費になりますが、これが中学校も小学

校と同じようなことをさせていただきました。一番

下のクラブ活動備品です。これにつきましては、一

般寄附を受けたことに伴い購入を予定しておるも

のになります。 

 それから２１９ページになります。トライやる・

ウイーク推進事業費、１枠目の２段目になります。

これにつきましては、例年５日間実施しております

トライやる・ウイークを１日の実施ということで、

短縮することによる減額となります。 

 続いて、歳入について説明をいたします。１６７

ページをご覧ください。１６７ページの一番下の枠

の下から４行目、学校教育活動再開支援事業費補助

金になります。これにつきましては、先ほど申しま

した感染症対策に係るもので、子ども教育課分につ

きましては、このうち１，３９３万８，０００円、

これがこども教育課分となります。 

 続いて、その下になりますが、小学校費補助金、

これにつきましては、僻地児童援助等の補助金が、

補助金の内示による増額となっております。 

 それから１６９ページ、真ん中の枠になりますが、

スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金、

それからトライやる・ウイーク推進事業交付金の減

額、この２件につきましては、先ほど説明したもの

に、減額になります。 

 それから最後になりますが、同じく１６９ページ

の一番下の枠になります。がんばりタイムの委託金、

それから学習評価を通した授業改善研究事業の委

託金ということで、がんばりタイムが増えたことに

よる増額、それから県の新たな新規事業を受けると

いうことの委託金のほうを受けております。 

 こども教育課分は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） それでは、１９１

ページをお願いします。５行目ですけども、子育て

センター運営事業費です。これは、子育てセンター

におけます新型コロナウイルス感染症対策のため

の用品購入費と、それからビデオ通話によります相

談支援体制強化を図るもので、関係備品、関係機器

を整備しようとするものです。国３分の１、県３分

の１の補助があります。 

 その下の人件費ですけども、３つ目の補助員です。

こちらのほうは放課後児童クラブの補助員ですけ

ども、コロナの影響によりまして、小学校の夏休み

期間が短縮されました。そのことによりまして、児

童クラブの開設時間が通常月と変わらなくなりま

したので、不用額を減額するものです。その４行下

の放課後児童健全育成事業費ですけども、この中の

消耗品につきましては、放課後児童クラブにおけま

すコロナ対策の用品購入費です。全額、国の補助で

す。それから放課後児童クラブ運営事業、事業委託

料につきましては、４月、５月、コロナの影響で自

粛によりまして、使用料が減額となりました城崎放

課後児童クラブへの委託料を補填しようとするも

のです。それから投資委託料、それから整備工事費

につきましては、港東、港西児童クラブですけども、

現在、港西小学校を利用していますけども、統合に

よりまして、校舎のほうは現港東小学校を使用する

方針が決まりましたので、新たに港東小学校内に放

課後児童クラブを整備しようとするものです。国３

分の１、県３分の１の補助です。 

 その下の枠になります私立保育園等振興事業費

ですけども、普通旅費、消耗品、通行料の減額につ

きましては、毎年、保育協会、それから民間園と協

力して行っております、保育士確保に係る訪問事業

ですけども、こちら、コロナの影響でできなかった
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ことによりまして、中止になったことによる減額で

ございます。それから、私立保育所運営事業費、補

助金につきましては、園舎内の消毒でありますとか

園児の検温作業、それから健康観察等の感染対策体

制を整えるために、私立保育園が雇用されました人

件費相当分を補助しようとするものでございます。

それから、私立保育所等運営支援給付金につきまし

ては、私立の認可保育所等に対しまして、緊急事態

宣言下で生じましたコロナ感染症に関連経費と、そ

れから今後に備えてさらなる感染防止対策を行っ

ていただいて、引き続き安全・安心な保育を提供し

ていくための経費等に対しまして、給付金を支給し

て支援を行おうとするものです。これら、補助金、

それから給付金につきましては、全額、国の補助金

が充てられる予定です。 

 次に、１９３ページお願いします。一番上です。

子ども・子育て支援交付金等事業につきましては、

私立の保育所、認定こども園、小規模保育所の事業

所におきますコロナ感染症のための用品の購入経

費に対して補助するものです。 

 それから、その下の枠の下から３行目になります

けども、児童保育運営事業費、こちらのほうは公立

保育所、認定こども園。 

 それから２１９ページ行っていただきまして、真

ん中の枠の下から３行目ですけども、幼稚園運営事

業費です。こちらのほうが、公立の幼稚園におけま

す感染症対策のための備品の購入費でございます。 

 いずれの事業につきましても、１施設当たり５０

万円以内で全額、県の交付金のほうが充てられます。 

 続いて、歳入でございます。１６５ページをお願

いいたします下から２行目ですけども……（発言す

る者あり）１６５ページです。下から２行目ってい

いますか、２枠目です。放課後児童クラブ使用料で

ございます。こちらのほうは、コロナのために、緊

急事態宣言下におけます利用自粛等によります減

額です。減額に対しましては、国３分の１、県３分

の１の補助があります。 

 続いて、１６７ページをお願いします。下の枠の

３つ目になります地域子育て支援拠点事業費補助

金、これは、子育てセンターの相談体制整備にかか

ります補助金です。その下、放課後児童健全育成事

業費補助金につきましては、放課後児童クラブに対

します補助で、港児童クラブの整備、それから利用

自粛に伴います使用料の減、感染症対策用品の購入

の補助となります。 

 それから下から２つ目、教育支援体制整備事業費

交付金ですけども、こちらは、幼稚園の感染症対策

の用品等を購入した補助金ですけども、これ、こち

らのほう、国の交付金で予算化してたんですけども、

実施主体が県となりまして、県の事業いう形の補助

金、交付金になりましたので、減額して県の交付金

のほうに財源更正するものでございます。 

 一番下の地方創生交付金、こちらのうち、こども

育成課分は２，３８０万円で、私立保育所運営事業

費補助金と、それから私立保育所等運営支援給付金

のほうに充てられる予定です。 

 続いて、１６９ページをお願いします。真ん中辺

りでございます。真ん中の枠の２枠目になりますけ

ども、放課後児童健全育成事業費補助金、こちらの

ほうは、放課後児童クラブの整備や使用料減に対し

ます県の補助金です。その下、地域子育て支援拠点

事業費補助金、これは、子育てセンター相談体制に

対します、整備に対します県の補助金です。その下

の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

につきましては、子育てセンター、私立、それから

公立保育所等におけます感染症対策用品等の購入

に対します交付金です。 

 その５つ下ですけども、教育支援体制整備事業費

交付金、こちらのほうは、幼稚園における感染症対

策に対します交付金です。 

 なお、先ほども説明しました国の交付金からの財

源更正分２８３万５，０００円が含まれております。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 終わりましたか。 

 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（福田 嗣久） 一つだけよろしいか。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 
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○委員（福田 嗣久） さっき説明があった教育委員

会かな、冷感タオルっちゅうのは、１人１枚ずつ配

布するのでしょうけれども、何ぼするのか。そして、

どんなもんかちょっと説明ください。そしてまた来

年も使えるものなのか。ちょっとよく分かりません

ので、暑さがもう大分おとなしくなってきましたん

で。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） まず、児童生徒全

員に配布をしております。基本的には、どんなもの

かというと、中に水をためておくようなものがあっ

て、そこに、首に巻く、これぐらいの長さで首に前

を止めれるというような状況のものです。基本的に

は来年も使えるものとは思っておりますが、耐久性

につきましてはそれほど確認はできておりません。 

 金額のほうですが……（発言する者あり）はい、

そうですね。金額のほうは今ちょっと手元にありま

せんので、また後ほど説明させていただきたいと思

います。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 大体分かりました。首に巻く

ような、こういうものですな。が入って、それを冷

蔵庫で冷やす。そういうこといえっ、そうじゃない。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） 水に湿らすだけで、

この気化熱を利用して涼しくなりますので、冷蔵庫

に入れる必要はありません。なので、例えば学校に

着いてから水につけても涼しくなるというような

ものになります。 

○委員（福田 嗣久） わかりました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。よろしい。 

 ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 感染症対策事業費です。補助

金で９，２５０万円の減額ということで、これ各企

業に、いや、事業所か、事業所等に５万円分として

補助金ですね。非常に大きな額の減額なんですけど

も、それだけ需要がないということなのか、どのよ

うに分析されてますか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） 今、井上委員からご

指摘があった分なんですけども、需要がないわけで

はなくて、特に７月の終わりに豊岡商工会議所、そ

れから豊岡市商工会から、各会員さんにチラシを配

っていただいております、各１，５００部ずつ。そ

れ以前に、県のほうの制度も６月の終わり、７月の

頭ぐらいから始まってまして、こちらに問合せがあ

ったときには、既にもう県のほうをまず比較してく

ださいねと、県のほうが１０万円ですとか２０万円、

複数事業者ですと、さらに２０万とか４０万円とか

いう金額的にも優位ですし、それから市の場合は、

備品をまず買わないと、消耗品が対象にならないっ

ていうことだったんですけども、県のほうは消耗品

だけでもいいとか、ほかにも、うちはこういう対策

をしてますよというような看板を作ったり、チラシ

を作ったりするようなことも対象になるというよ

うなことを、問合せがあったときには促すようにい

たしまして、やった結果、市のほうは、もう県のほ

うでおなかいっぱいになってるから、もういいわみ

たいな感じのお問合せをいただいたようなことも

ございますし……（発言する者あり）はい、実際に、

どちらかといいますと、買ってから申請してくださ

いねというようなことをお勧めしてます。そうする

と、手続が１回で終わるというようなこともありま

したので、ですので、盆過ぎですね、特に８月の盆

前に、防災行政無線で１日に何度もちょっと放送す

るようなことさせていただいたときぐらいから問

合せが増えたりだとか、既に買われたようなものを

申請されてるっていうのが、大体８月の終わりぐら

いから増えてきてます。それでいきましても、当初、

県の制度があるというようなことを前提で、市のほ

うは制度設計してなかったので、それ相応のものを、

こちらのほうも補助金として出す用意があったん

ですけども、やはりもう県のほうでかなりさばいて

いただいたのかなというようなことがございまし

て、これぐらい、今回９，０００万円程度の減額補

正をさせていただいております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 
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○委員（井上 正治） ありがとうございました。ご

丁寧な説明を。 

 いや、やっぱり実はね、例えば４分の１しか消耗

品は使いませんよという条件がありましたね。ある

いはそれを拡充してもう少し使いますよとか、必要

なとこには条件を見直すとかいうふうなことによ

って、もう少し有効に予算化してある分については、

やっぱり１，５００ぐらいの事業所だったな、予定

は、何社だったかな。 

 ２，０００ぐらいだったかな。何か所かちょっと私

も覚えてないんですけど、何千か所かあったなと思

ってるんですけども、やはりもう少しきめ細かくす

るということは必要だと思う。といいますのは、例

えば豊岡市内でも、やっぱり飲食店だとかいろんな

ところに行っても、まだまだ感染症予防ができてな

いというのが見受けられるんですよね、やっぱりね。

そういう現況を見ると、やはり私は５万円でも有効

に使って、するべきじゃないかと。やっぱり現実を

見ると、もう少し私は、感染症予防はしばらくは必

要じゃないかなという思いはするんですけども、そ

の辺はいかがですか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） ちょっと大変申し上

げにくいんですけども、飲食店のほうの関係は環境

経済課のほうがオペレーションをしていますんで、

今おっしゃっているようなことは、当然、しっかり

してくださいねということで対応してます。その消

耗品のことがあるんですけども、手続的なことが、

要綱で最初にうたってしまってる関係がございま

すんで、そこを改正とかってするようなことが、も

う買ってしまった方に、購入、それだったら、もっ

と消耗品を買いたかったというような方に対して

の、ちょっとそういったことが発生するかもしれな

いということもございましたので、一応、当初の考

え方の消耗品は４分の１、備品購入費の４分の１と

いうようなことで、向かわせていただきたいという

ふうに考えております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 感染症予防は決してこれで止

まるもんではないし、これに何かまだ買われるよう

な、買えるようなものが見えてくるのであれば、私

は強化する必要もあると思いますし、ちょっと非常

に市民に必要な事業所か、事業所に行き渡らなかっ

たなという思いをいたしておりますんで、いま一度、

十分検討しながらまた生かすようなことを、お願い

をしておきます。以上です。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） ちょっとよろしい。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 関連して、減額補正されたん

ですけど、まだ何ぼか持っとんなる。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） 残りが５，４００万

円ほど、まだ手持ちがございます。ただ、そこから

８月末現在で１，４００万円程度の執行がございま

す。今現在の、減額前の予算でいきますと大体１１．

８％程度の執行ですけども、５，４００万円ありま

したら、今の大交流課と環境経済課と、それから生

活環境課のほうでうまく回せば何とかなるだろう

というような見込みですけども。何せちょっとまだ、

県のほうが９月末で制度が終わりますんで、ちょっ

とその辺を見させていただきながら、また今後の対

応は検討したいというふうに考えてます。以上です。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） はい。 

○市民生活部長（谷岡 慎一） 一つ。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○市民生活部長（谷岡 慎一） 状況はこのような次

第ですし、９，２５０万円という形で減額補正して

おりますが、状況は先ほど課長が説明したとおりで

すので、よく状況を見て、ちょっと不細工になるこ

とになるかもしれませんけれども、様子を見ながら

今後については考えていきたいと思っております。

以上です。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。ないですか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） １点になるんかな、生活環境
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課のほうだと思うんですけども、ごみステーション

の補助は何基分ぐらいを年に予想しておられるの

か。うちの地区で出したけども、枠があれだからも

うできませんって言われたって区長が報告してた

んですけど、大体どれぐらいのものを何基分ほど予

定しておられるんかっていうことと、それから１９

７ページにあります、じんかい処理の事業者さんへ

の感染予防の事業費があるんですけれども、これは

処理業者さん、そういうごみ収集の業者さんは何社

あって、この１社当たりの金額はどれぐらいになる

のか、お願いします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） １点目です。ごみス

テーションですが、当初予算では５万円で３０基分

予定しておりました、１５０万円。それがですね、

ちょっとある自治会さんといいますか、区さんから、

かなりたくさんの、区全部、もうステーションに替

えるというようなことの申請がございまして、やは

り環境衛生といいますか、そういったところをしっ

かりしていただくためには、補助金を出さなくちゃ

いけないというような思いがございましたので、ち

ょっと待っていただく分も含めて、若干多めに取ら

せていただいて、その対応をしたんですけども、先

ほども少し申し上げましたんですけども、コロナの

関係で、ちょっと環境衛生の意識がそれぞれの区さ

んで、自治会さんで高まってるというようなことを、

来られる区長さんがおっしゃったりですとか、それ

から余談になりますけども、区の事業がこのコロナ

の関係でできてないということがあって、予算が余

ってるから、この際だからステーションを入れ替え

てしまおうというようなことがあるようでして、先

ほど申し上げました当初予算３０基分にプラス２

５基を今回要求しております。当初、何もなければ

追加で、追加といいますか、たくさんされたところ

の区さんが、どういうんですか、去年の執行でいき

ますと結構残って、最終的に減額補正しとるような

こともあって、いけると思ってたんですけども、や

はりちょっとそういった、たくさん見込みといいま

すか、申請があった関係で、今回の２５基分を追加

で要求をしてるようなところです。 

 それから２点目です。じんかい処理費の支給です

ね、給付金なんですけども、市内を７地域で分けて

収集運搬業務を行っていただいてますので、支給先

は７業者。それから、それぞれのちょっと業者さん

の名前は伏せますけども、その７地域あるところに

は、まず豊岡Ａ地域は３２万３，４００円、豊岡地

域Ｂは３２万３，４００円、城崎港地域は１６万６，

６５０円、竹野地域は１１万２，２００円、日高地

域は２４万３，１００円、出石地域は１８万４，８

００円、但東地域は１１万８，８００円、合計が１

４７万２，３５０円ということでございます。以上

です。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ごみステーションのことのほ

うでは、もううちの地域なんかでは、本当ぼろぼろ

になっちゃって、もうこれ、ちょっと壊れかけてる

んで、もういよいよ頼まんなんなっていう感じで、

ぎりぎりの段階で、コロナ対策とは、ちょっとそれ

はあんまりなくて、ぼろぼろになったから頼もうか

っていうその緊急事態で頼んだけども、駄目だった

って言っとられたんで、何かコロナの関係っていう

ことは、そこの地域ではそんなにも老朽化、老朽化

って、傷んでないけども、頼まれたというようなこ

とがあるんかどうか。 

 それからまた、今７業者で、地域地域で補助額が

違うというのは、ごみステーションの数によって違

うんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） まず、ごみステーシ

ョンのほうはもしかしたらちょっと違うかも分か

らないですけども、今、実際待っていただいてると

ころがございます。ですので、上田委員のところも

言っていただいたら何とかいけるんじゃないかな

というようなことがあるのと、それから、もう１つ

の業者さんによって金額が違うことなんですけど

も、今から５年前に債務負担行為といいますか、こ

の長期継続契約に伴います予算でしたときの、その

仕様でエリアの広さだったりとか、それから先ほど



 24

申し上げられたステーションの数だったりによっ

て、収集運搬に当たっていただく作業の人数を出し

ていただいてますんで、そういった人数によりまし

てマスク何枚だとか消毒液の量当たりを積算した

上で、先ほど申し上げたそれぞれの業者さんによっ

て金額が違うというような結果になってます。以上

です。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ステーションのほうは分かり

ました。 

 ごみのじんかい処理事業費の件ですけれども、コ

ロナ対策の関係っていうことでこの予算が組まれ

たと思うんですけれども、やはり議場でもちょっと

奥村議員が言っておられましたけれども、やはりも

う一つ、後で資料をお願いしたいと思うんですが、

そういう処理業者の方にいろいろとこう、注意喚起

というか、いろんな文書を出しておられると思うん

ですけども、それを直近のでいいので、何個か、ま

た後で資料としてお願いしたいです。 

 そのようなことの中で、やはり業種業種でそうい

うコロナへの感染への、危険度でも違うと思うんで

すけども、やはりこの業界においても大変危険度も

あるという中で、手当ということもやっぱり考えて

いっていただきたいかなと思っています。以上です。

○分科会長（西田  真） 資料要求のほうはよろ

しいか。 

 どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） そうしましたら、資

料のほうは、今回の一般質問の際も資料要求の中で

出させていただいてる資料がございますんで、それ

を、そしたら。（「ぜひ」と呼ぶ者あり） はい、

承知しました。 

○委員長（西田  真） 全委員にレターケースで結

構ですんで。事務局のほうに一言いって入れてもら

ったら結構ですので、よろしくお願いします。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） すみません。スクール・サポ

ート・スタッフの件で２点お尋ねしたいんですけど

も、人員確保ができないということで、先ほど減額

補正ということなんですけども、足りない状況でど

ういった害があるのかっていうことが１点お聞き

したいのと、２点目としては、確保に向けてどのよ

うな対策をさらにされていくつもりなのか、その２

点についてちょっとお尋ねしたいです。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） まず、足りない状

況についてということですけども、足りない状況で

あれば、学校の教員が子供たちが帰宅した後の消毒

とかをするというような状況になります。 

 現状では、あと、どういうふうな形を募集をかけ

るかということで、市教委としては募集はかけませ

んが、各学校のほうで人員を探していただいで、も

し見つかった場合は報告をいただくという形にな

ります。以上です。 

○分科会長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） なかなか学校単位で対策とし

て募集をかけてっていうのが、なかなか広がらない

今の状況なのかなと思うんで、やはりそういう意味

では全体として声をかけていくとか、そういう、も

っと皆さんに分かりやすいような形での問いかけ

が必要なのかなと思うんですけども、いかがでしょ

う。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） 現状では、全市に

広く浅く募集をかけるっていうことは考えており

ません。というのも、このスクール・サポート・ス

タッフというのは、先ほど言いましたように、消毒

という仕事もあるんですが、学校の配布物とかプリ

ントとかの印刷など子供たちも含めて、いろいろな

情報が入ってきますので、守秘義務がありますので、

簡単に、児童生徒の保護者というわけにもいきませ

ん。資格は必要ありませんけども、旅費がありませ

んので、学校の近くで通える方という限定になって

きますので、誰でもいいとは言えず、全市に広く浅

く募集をかけるのは難しい状況と考えていますの

で、やはり学校が中心となって探していただくほう

がいいと考えて、広く浅くの募集は考えてません。

以上です。 
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○分科会長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） なかなかそういう意味では、

誰でもいいとは言いながら、誰でも駄目だというこ

とで、誰か、そういう意味では、何らかの団体から

推薦をいただくというような形が方法としてはあ

るのかなと思います。そういう意味では、各区長会

さんであったり、老人会さんであったり、近隣の方

で、特にお時間が、ゆとりがあるような方、そうい

う方に声かけをされてはどうかなと思いますけど

も、いかがでしょう。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） 飯塚です。現状と

しては、退職の教職員に声をかけて、何とかやって

もらえないだろうかというようなお願いはしてい

るところです。ただ、なかなかよい返事がなく困っ

ているところです。以上です。 

○分科会長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） やはりいないということで、

教員の負担が増えるということですし、逆に教員の

負担が減れば、よりそれは子供たちに対する質の向

上につながると思いますので、何らかの方法をしっ

かり考えていただきたいと思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○こども教育課長（飯塚 智士） よろしいでしょう

か。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） 先ほど首に巻く冷

却タオルの金額ですけども、購入価格が大体４７０

円程度ということを聞いております。 

○委員（福田 嗣久） ありがとうございます。 

○分科会長（西田  真） それでは、質疑ないよう

でしたら、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

○委員（福田 嗣久） よろしいか。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） １０８号議案、この補正予算

案について、反対の立場で意見を申し上げたいとい

うふうに思います。ちょっとマスク取るわ。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） 文教民生分科会に審査を分担

されましたこの第１０８号議案、令和２年度豊岡市

一般会計補正予算（第１１号）のうち、生涯学習サ

ロン整備事業費６，８６２万４，０００円の減額補

正及び整備計画の変更については、次の理由により

削減をし、それ以外の補正予算については、提案ど

おりとするよう修正する必要があることから、これ

は予算決算全体会、委員会でのことでございますけ

れども、そういう必要があることから、この分科会

においては、１８０号議案につきましては反対を。 

○分科会長（西田  真） １０８号議案。 

○委員（福田 嗣久） うん、１０８号議案について

は反対をいたします。 

 理由といたしましては、今回の提案についてはア

イティ４階の取得が前提となっておりまして、公共

施設再編計画のただ中でもあり、また加えまして多

大な市民負担のおそれがあります。また、将来的に

も大きな荷物を背負うことになり、市民負担の増大

も危惧するところであり、再考を要する必要がある

という理由でございます。また、但馬高齢者生きが

い創造学院生の皆様には、大変ご心配とご迷惑をお

かけすることとなりますけれども、この事情をご賢

察の上、いましばらく時間猶予をいただきますよう

お願い申し上げまして、反対の意見とさせていただ

きます。以上でございます。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ただいま、私も１０８号議案

補正予算（第１１号）について反対の立場で意見を

申し上げます。 

 ただいま福田議員のほうからもありましたけれ

ども、生涯学習サロン整備事業費の６，８６２万４，

０００円の減額について反対します。 

 理由は、議会で初めて説明を聞いたのが８月１１

日でありまして、こんなに重要な案件をたった１か

月で結論を出せるものではありません。市民の意見

を聞いたりして調査する時間も必要であり、議会で
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十分な審議を尽くす必要があります。生涯学習サロ

ンについて結論を急ぐ必要があるとのことですけ

れども、今までの出してきた中で、あと３か月延ば

しても支障ないのではないかと思っています。１１

月の臨時議会または１２月議会まで、結論を延ばす

ことを提案して、今議会の議決には反対いたします。

予算決算委員会での修正動議を提出したいと思っ

ております。以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 第１０８号議案、令和２年度

の豊岡市一般会計補正予算（第１１号）について、

賛成の立場で討論します。 

 当議案の中には、子育て支援総合拠点等整備事業

をはじめ、子ども医療費助成事業費補助金、新型コ

ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、また、子

ども・子育て支援交付金事業費、母子生活支援施設

措置事業費、また、コロナ関連で小学１年生から３

年生までのタブレットの支給等、ほかにもたくさん

重要な内容で、早急に、かつ前に進めていかないと

いけない事案が数多く含まれています。特にコロナ

対策につきましては、迅速に進めないと市民にも影

響があると考えられますし、また、子ども・子育て

支援におきましても、今後、市が特に取り組むべき

ことだというふうなことを言っておられます。また、

うちの会派としましても、以前よりも大胆な子育て

支援をすることが、子育て世帯の女性から選ばれる

豊岡市になるというふうにも言っております。また、

地方創生を進める中で、来年予定されている専門職

大学の開校を目指して、駅前のシンボルでもある商

業ビルが、たとえ少しの間でも廃墟ビルになってし

まうという可能性があることが、どれだけ豊岡市に

とって悪影響があるのか、どれだけ損失があるのか

というふうに考えます。以上の理由で本議案には賛

成をいたします。 

 以上、議員の皆様の賛同をよろしくお願いします。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 賛成、反対の意見があり

ますので、挙手により採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（西田  真） 賛成少数により、第１０

８号議案は、否決すべきものと決定しました。 

 次に、第１３２号議案、令和２年度豊岡市一般会

計補正予算（第１２号）を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。 

 説明は、歳出、続いて所管に係る歳入の順でお願

いします。 

 質疑は、全ての部署の説明が終わった後に一括し

て行います。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） それでは、市民課の補正

予算の内容についてご説明いたします。 

 歳出のみであります。１５ページをご覧ください。

真ん中の枠の説明欄１行目、国民健康保険事業特別

会計（事業勘定）繰出金の３９万６，０００円の減

額及びその下の枠の説明欄、上から３行目の後期高

齢者医療事業特別会計繰出金の２１１万８，０００

円の減額は、職員給与費等繰入金の人件費によるも

のです。 

 市民課からは以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○高年介護課参事（武田 満之） 歳出です。配付資

料のほうの１５ページ、一番下の枠をご覧ください。

老人福祉総務費の説明欄で説明させていただきま

す。介護保険事業特別会計繰出金３９２万８，００

０円の減額補正のほうをさせていただいておりま

す。 

 説明欄、その下の枠、民間老人福祉施設助成事業

費４，３８９万円は、介護施設における新型コロナ

ウイルス感染拡大のリスクを低減するために、簡易

陰圧装置を設置する事業者を支援するために補助

するものです。今回は、介護老人保健施設に対して

４０台分の装置を設置する費用のほうを計上して
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おります。 

 歳入です。１３ページの一番上の枠をご覧くださ

い。歳出で説明しました簡易陰圧装置の補助４，３

８９万円の全額につきまして、県の地域介護拠点整

備事業費補助金のほうを活用することとしており

ます。以上でございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） １５ページをお願い

します。真ん中の枠になります。一番下です。国民

健康保険事業特別会計（直診勘定）への繰出金を減

額しております。 

 次に、１７ページをお願いします。診療所事業特

別会計繰出金についても、あっ、これは追加という

ことで、これについては、それぞれの特別会計へ一

般会計からの繰出金となっております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） 終わりましたか。 

 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（福田 嗣久） 一つよろしいか。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 今、説明を聞きました簡易陰

圧装置４０台の４，８９０万円か。はいはい、こっ

ちか、はい。老人福祉センターで陽性になった場合

の措置ですかね、そうじゃないかいな。 

○高年介護課参事（武田 満之） そうではございま

せん。こちらにつきましては、陰圧の室内といいま

すのは、一応、外部に気圧の状況変化して……（発

言する者あり）はい、外に漏れないようなことをす

るようなものでございまして、今回につきましては、

その室内の空気が外部に漏れないような形で廊下

とか、あと隣の部屋にというようなことで、居室の

ほうを全室するような整備をしておりまして、特に

患者さんがいるということは想定していません。

（「なるほど」と呼ぶ者あり）全体の安全管理のた

めに設置されるということで聞いております。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。 

ほんで、陰圧ですから気圧を下げるっちゅうことだ

ろうけど、それで１００万円、どういうもん、ちょ

っと想定しにくいんだけど。１００万円か１０８万

円か、そんなもんやな。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○高年介護課参事（武田 満之） この陰圧装置とい

いますと、いろんなメーカーがございますけれども、

大体１台当たり６人用とか８人用とか、設備の規模

があるんですけども、１００万円程度というような

ことで、それとですね、あとダストといいますか、

排気をするようなことで、工事費用というのが、設

置費用というのございますので、それに対する補助

も必要という、工事の……（発言する者あり）費用

も見てるというようなことでございます。 

○委員（福田 嗣久） はいはい、分かりました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） はい。また、よう調べよ。 

○分科会長（西田  真） それ用の何か簡単なパン

フレット的なものない、チラシみたいな、そんなん

ないんかな、私ら全然分からへんから、何かそれら

しい。（発言する者あり） 

 どうぞ。 

○高年介護課参事（武田 満之） そしたら、申請書

類についてます簡単な、どういうんですかね、設備

のパンフレットみたいなものだけでもよろしいで

すかね。 

○分科会長（西田  真） はい。そしたら、そのパ

ンフレットを全員のレターケースに、また事務局の

ほうに、よろしくお願いします。 

○高年介護課参事（武田 満之） 分かりました。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認めます。
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よって、第１３２号議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 以上で委員会に付託、また、分科会に分担されま

した議案に対しての審査は終了しました。 

 ここで委員の皆さん、当局職員の皆さんから何か

ありましたらご発言願います。 

 どうぞ。 

○教育次長（堂垣 真弓） すみません、この場をお

借りしまして、１件ご報告させていただきます。 

 先週、日高東中学校の職員駐車場におきまして、

倒木により教職員の自家用車に損害を与えるとい

う事故が発生しましたので、その件についてご報告

をさせていただきます。日時は、９月７日月曜日９

時４４分頃です。日高東中学校の教職員の駐車場で

起きました。 

 概要としましては、樹齢約５０年のポプラの木２

本が、台風１０号の風の影響を受けまして倒れて、

駐車中の教職員の自家用車４台に損害を与えたと

いうことでございます。 

 風速につきましては、豊岡測候所に確認しました

ところ、９．４メートルぐらいの風速であったとい

うふうにお聞きしております。 

 今回の事案につきましては、台風１０号による、

ほかの学校への影響、倒木等の被害はなく、今回、

この木だけが倒れたということ、それから風速も９．

４メートルという程度の風によって倒木があった

ということ、それとポプラにつきましては根が浅く

て、強い風には注意が必要であるということ、また、

非常に大きくなり倒れやすいということも植物図

鑑に書いてありました。このようなことから、保険

会社とも相談をいたしまして、協議の結果、市に瑕

疵が１０割あるというふうに判断をさせていただ

いたところです。 

 今後の手続としましては、全国市長会の学校災害

賠償補償保険で対応したいというふうに考えてい

ます。 

 現在、被害を受けられました先生方と相談をして

おりまして、金額等がまだ確定しておりませんので、

損害額等確定いたしましたら、この示談のほうに内

諾をいただいて、その後、金額が５０万円を超えま

すので、議案として提出させていただく必要があり

ます。もし間に合えば、議会の閉会日に議案を出さ

せていただきたいというふうに考えているところ

でございます。大変申し訳ございません。 

○分科会長（西田  真） 今の説明があったとおり

に、ポプラの木が２本倒れて車４台損傷したという

案件でありました。 

 ほかの小・中学校にポプラの木や何か、その辺の

調査はされたかどうかも確認させていただきたい

と思います。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○教育次長（堂垣 真弓） 今回の件を受けまして、

この日高東中学校につきましても、ちょっと揺れて

る木がございましたので、取り急ぎ３本の伐採と、

それから１本はちょっと枝を払うという対応をさ

せていただきました。やはり学校がかなり古いので、

その学校と同時期に植えた木がたくさんございま

すので、今、全部の学校にこのような事故があった

ことも連絡させていただいて、木の確認をしている

ところです。ある程度、学校で確認していただいた

後に、できれば植栽の業者のほうに見ていただいて、

危険があるというふうに判断するものについては、

ちょっと伐採等のことを考えていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

○分科会長（西田  真） それも特に今回は人的被

害がなかったのが、それが何よりですんで、人的被

害があったら大変ですので、各小・中学校も、また

点検されて危ないもんは伐採すると、そういうよう

な格好で善処のほう、よろしくお願いします。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 当局の皆さん、何かいろ

いろと情報を提供していただければと思います。あ

りませんか。 

 久保川部長、ありませんか。 

○健康福祉部長（久保川 伸幸）ありません。 

○分科会長（西田  真） ありませんか。 

 谷岡部長、ありませんか。 
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○委員（井上 正治） いい話でも。いい話でも。 

○委員（福田 嗣久） ええ話だ。 

○委員（井上 正治） ええ話でええだで。 

○委員（福田 嗣久） ええ話をお願いしたい。 

○分科会長（西田  真） ありませんか。 

またよろしくお願いします。 

 委員の皆さんはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、以上で委員会

に付託、また、分科会に分担されました議案に対す

る審査は終了しました。 

 それでは、当局職員の皆さんは、これで退席して

いただいて結構です。どうもお疲れさまでございま

した。ありがとうございました。 

 分科会を暫時休憩します。再開は午後１時。 

   午前１１時５４分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午後 １時００分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、休憩前に引き続

き委員会を再開します。 

 次に、協議事項（２）番、閉会中の継続調査（審

査）の申出についてを議題といたします。 

 別紙１をご覧いただきたいと思います。よろしい

か。（「はい、いいです」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議長に対して、委員会重点調査事項を

閉会中の継続調査（審査）事項として議長に申出し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 委員会を暫時休憩します。 

午後１時０１分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時０１分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） 休憩前に引き続き分科会

を再開します。 

 当分科会に審査を分担されました案件の審査は

終了しました。 

 ここで３、協議事項（３）番、分科会意見・要望

として、予算決算委員会に報告すべき内容について

協議いただきたいと思います。 

 本日、審査を行いました第１３２号議案に対する

当分科会の意見・要望について協議いただきたいと

思います。 

 分科会を暫時休憩します。 

午後１時０２分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時０３分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、分科会を再開

いたします。 

 それでは、ただいま協議いただきました分科会意

見・要望でありますが、特になしということで、そ

れで決定してよろしいか。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 ここで分科会を閉会いたします。 

午後１時０４分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後１時０４分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開します。 

 次に、３、協議事項（４）番、報告第２１号、第

９７から１００号議案及び第１０３、１０９から１

１２、１１４、１１５、１３１号議案に対する当委

員会の意見・要望として、委員長報告に付すべき内

容について協議いただきたいと思います。 

 委員会を暫時休憩します。 

午後１時０４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時０５分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開します。 

 委員の皆さんからの提案について、委員会意見・

要望とすべきか協議をいただいたところでありま

すが、特にないということで、そのように決定して

ご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 
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 次は、協議事項（５）番、その他について、委員

の皆さん方から特にご発言はありませんか。 

ない。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ないようでしたら、以上を

もちまして文教民生委員会を閉会いたします。ご苦

労さまでございました。 

午後１時０５分 閉会 

──────────────────── 


